質問及び回答書


	案件名
	亀阜放課後児童クラブ外１２施設における冷暖房機器サービス提供業務



	No.
	質問事項
	回　　　答

	１
	亀阜放課後児童クラブ、屋島東放課後児童クラブ、国分寺南部放課後児童クラブにおいて、増設する室内機及び室外機の設置場所の指定はありますでしょうか。
	現場協議とします。

	２
	国分寺北部放課後児童クラブにおいて、更新機器は4HP×１台、3HP×１台、8HP(ﾂｲﾝ)×１台の合計3台でよろしいでしょうか。
	お見込みのとおりです。

	３
	仕様は日本建築家協会の仕様でよろしいでしょうか。
	本案件の仕様書の基準を満たしていれば、仕様の詳細は求めません。

	４
	円座及び十河放課後児童クラブにおける電気室からの幹線は一部架空となってもよろしいでしょうか。
	問題ありません。

	５
	冷暖房機器保守管理仕様書　保守内容等について、エアコンクリーニングについて、実施すべき内容の詳細についてご教示ください。
・室内機のみのクリーニングでよろしいでしょうか。
・薬品を用いての洗浄は必要でしょうか。
・１０年の契約期間の内、３回の実施の認識でよろしいでしょうか。
	・室内機のみで問題ありません。
・薬品洗浄も必要です。
・お見込みのとおりです。

	６
	円座、屋島東、国分寺南部放課後児童クラブについて、アスベスト調査費用は入札金額に含みますでしょうか。
またアスベストが含有されていた場合の対策工事は入札金額に含みますでしょうか。
	調査費は入札金額に含みますが、対策が必要となる場合は変更契約にて対応します。その場合、対策費部分の支払は契約書第８条の検収が完了してからの別途請求とする予定です。
ただし、国分寺南部放課後児童クラブについては、調査が不要となりましたので、詳しくは質問№５２を御参照ください。

	７
	【仕様書：１ 目的、２ 業務の内容、(１）(２）】
業務の内容について、亀阜放課後児童クラブ外１２施設における冷暖房機器サービス提供業務に関し、既存の冷暖房機器に代わるべき新たな冷暖房機器の整備、工事、施工とありますが、リース会社は一般的に建設業の許可を有しておりません。
この場合、賃貸借契約である本件が建設業法に抵触するような工事を含む場合、リース会社は工事元受け業者の立ち位置にはならないという認識でよろしいでしょうか。
	本市としては、本契約は二者間の賃貸借契約であり、建設業許可が必要となる契約ではないと判断しています。
ただし、受託業者が冷暖房機器設置に伴って工事請負契約を第三者と締結する場合は、当該第三者は建設業許可を受けている必要があると判断しています。
契約書及び仕様書を訂正しておりますので、これらに基づき入札を御検討ください。

	８
	【仕様書：１ 目的、２ 業務の内容、(１）(２）】
本事業は、、亀阜放課後児童クラブ外１２施設における冷暖房機器サービス提供業務とありますが、賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが事実上できない業務(物件の搬入、維持管理、保守ほか)について、当該業務を貴市から当社が受注した上で、物件の売主等の業者に再委託してもよろしいでしょうか。
　また、入札仕様書別添２「冷暖房機器保守管理仕様書」には、「乙(リース会社)又は乙が指定する保守業者は、高松市内に保守拠点を有すること」との記載がありますが、これはリース会社が高松市内に保守拠点を有していない場合でも、再委託予定先が拠点を有していれば良いものと理解してよろしいでしょうか。
	お見込みのとおりです。

	９
	【仕様書：４ サービス提供期間等(３）】
「対象機器の保守管理サービスを甲に提供する別途契約を締結することにつき、誠実に協議するものとする。」との記載がありますが、別途契約の案をお示しください。また、当社(リース会社)は保守管理サービスを自ら実施することが事実上できないため、再委託を行う物件の売主等の業者を含む三者間の契約としていただくことは可能でしょうか。
	大変申し訳ございませんが、別途契約については現時点で想定しないこととしました。
契約書及び仕様書を訂正しておりますので、御確認ください。

	１０
	【仕様書：４ サービス提供期間等(１）(２）】
冷暖房機器の納期が間に合わないなど、やむを得ない事情により実施工程の延期や、契約開始の延期は認められるのでしょうか。
	契約書第１０条のとおり、乙の責めに帰すべき理由による機器設置の遅延やサービス提供開始の遅延については、日割りで損害賠償額を徴収することとしています。そのため、冷暖房機器の納期が間に合わないなどの事情が乙の責めに帰すべき理由でない場合には、損害賠償額の徴収は発生しません。この場合、延期されるサービス提供開始日は協議により決定するものとします。

	１１
	【契約書(案):Ｐ５（保険）第１６条】
対象機器について契約期間中継続して、火災保険、建設工事保険その他の保険契約を締結との記載がございますが、こちらの保険とは、新価特約付動産総合保険のことを示しているものと考えてよろしいでしょうか。
　また、動産総合保険で免責となる損害については貴市にて負担を頂けるとの認識でよろしいでしょうか。
	いずれも問題ありません。
契約書第１６条につきまして、訂正しておりますので御確認ください。

	１２
	【その他】
万が一の想定となりますが、地震・津波・火山噴火・虫害・天災地変、その他の不可抗力等により物件に滅失・破損等の損害が発生し、貴市負担にて物件の復旧又は、契約が継続できない場合、残賃貸借料については貴市にて負担を頂けますでしょうか。
	御質問の状況となった場合は、残賃借料について当市で負担します。
契約書を訂正しておりますので、御確認ください。

	１３
	【契約書:Ｐ１１（契約期間満了による所有権移転）第３２条】
契約期間の満了により終了した場合、対象機器の所有権は乙から甲に移転するものとするとありますが、本件に係る固定資産税は受注者(リース会社)負担であるとの認識でよろしいでしょうか。
	固定資産税の納税義務は所有権移転リースの場合は借主側に発生しますので、受注者での負担は不要です。

	１４
	【その他】
施設の統廃合等、貴市の事由により物件が不要となり、契約が変更又は解除となった場合は、貴市にて残賃貸借料の負担を頂けるとの認識で間違いないでしょうか。
	御質問の状況となった場合は、残賃借料について当市で負担します。
契約書を訂正しておりますので、御確認ください。

	１５
	【その他】
高松市契約規則には、契約保証金の免除する場合として「契約者が、過去２年の間に国(独立行政法人及び公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。」との記載がありますが、こちらは、過去２年の間に賃貸借契約が満了となり、履行が完了したものと考えてよろしいでしょうか。また、「種類及び規模をほぼ同じくする契約」についても可能であればお示しいただけますと幸いです。
	お見込みのとおりです。
「種類及び規模をほぼ同じくする契約」につきましては、契約の内容が多岐に渡ることから、事前にお示しすることはできかねます。

	１６
	契約形態について
本契約は長期継続契約でしょうか？
長期継続契約となる場合は、以下２点につきましてご回答ください。
1 歳出予算の減額及び削除により契約変更または解除となり受注者にその損害を賠償いただけますでしょうか？
過去歳出予算の減額及び削除により契約を変更または解除した事例があればご教示ください。
	長期継続契約ではなく、債務負担行為によって予算措置しています。

	１７
	契約保証金について
契約書案第１１条では、履行保証保険による契約保証金の免除が規定されています。履行保証に加入する場合の保険期間は、契約締結日から令和８年３月３１日までで差し支えないでしょうか？
	お見込みのとおりです。

	１８
	契約保証金について
入札情報【注意事項】（６）および契約書案第１１条では、契約保証金は「契約金額（１年あたりの金額）１００分の１０に相当する額以上」とされております。契約金額（１年当たりの金額とは、契約書案第６条に記載される月額合計（税込）の１２か月分との理解でよろしいでしょうか？
	お見込みのとおりです。

	１９
	機器設置からサービス開始前日までの取扱いについて
契約書案第８条に従って機器の設置が完了した日から、サービス開始前日までの間に、不可抗力事由により機器が損傷した場合は、高松市様のご負担で機器を修復していただけますでしょうか？もしくは事後の処理について協議いただけますでしょうか？
	対象機器について保険に加入していただくため、基本的に不可抗力事由による修理費用等はほとんど発生しないものと想定しています。また、保険適用外の不可抗力事由が発生したような場合は、修理費用等は当市の負担とします。
契約書を訂正しておりますので御確認ください。

	２０
	固定資産税について
仕様書Ⅰ４（３）及び契約書案第３２条にて契約期間満了後、高松市様へ機器の所有権を移転することとされています。受注者（リース会社）には、契約期間中の固定資産税の納付義務はないという認識でよろしいでしょうか。
	お見込みのとおりです。

	２１
	アスベスト対象建材について
想定される加工建材は、壁（ボード＋内装材）、外壁、塗料かと思われますが、その外に対象建材はありますか。
	ありません。

	２２
	本工事にてアスベスト建材（レベル１・２）が調査を含めて、含まれている可能性はありますか。
	可能性はありますが、低いと想定しています。

	２３
	アスベスト調査費及び対策費を含むとありますが、調査の結果含有無しの場合の対策費はどのようになりますか。また、対策費を見込むか業者が被るかで差が出ると思いますが、その点はいかがでしょうか。
	調査費は入札金額に含みますが、対策が必要となる場合は変更契約にて対応いたします。その場合、対策費部分の支払は契約書第８条の検収が完了してからの別途請求とする予定です。
ただし、国分寺南部放課後児童クラブについては、調査が不要となりましたので、詳しくは質問№５２を御参照ください。

	２４
	目標室温とありますが、仕様書に記載の能力はこちらの条件を担保できる設計でしょうか。また絶対条件であれば、収容人数、発熱量、外壁等の詳細をいただいて判断する必要があると判断しますがいかがでしょうか。
	仕様書に記載の機器能力は熱負荷計算を基に設定しており、目標室温を担保できると考えています。ただし、目標室温は目安であり、絶対条件ではありません。

	２５
	目標湿度とありますが、本工事の仕様書に除湿器及び加湿器の設置がないため目標湿度を必ず満たすのは不可能と判断しますが、いかがでしょうか。
	目標湿度は目安であり、絶対条件ではありません。

	２６
	亀阜放課後児童クラブ
電源は動力盤からの取り出しでしょうか？
	電灯での取出しを見込んでいます。

	２７
	中央、円座、多肥、林、十河放課後児童クラブ
既設配管流用となっておりますが、８馬力へ変更となっており、既設配管サイズが違うため、流用できません。すべて更新でよろしいでしょうか。
	流用ができないクラブについては、配管更新で問題ありません。

	２８
	十河放課後児童クラブ
増設の室外機置場どちらを想定していますか。
	クラブ東側を想定しています。

	２９
	十河放課後児童クラブ
電源増設は図面記載のプール動力盤より必要容量をとることは可能でしょうか。それ以外（電気室等）より電源取り出しとなると図面に図示がないためご教示願います。
	可能です。

	３０
	十河放課後児童クラブ
電源増設は図面に記載のプール電力盤より必要容量をとることが可能な場合、建物まで電気配管の予備はありますか。
	あります。

	３１
	更新対象機器のブレーカーは、すべて更新でしょうか。それとも既設流用ですか。
	増設が必要なものはありますが、原則、既設流用を想定しています。

	３２
	保守管理について、既設残置機種の設置年月日やメーカー名・型番が明記されていないので、不具合発生時の修理対応から除外してよいか？
	除外で問題ありません。

	３３
	既設残置機種も修理対応とする場合、メーカー名・型番・製造年月日・修理履歴をご教示ねがいます。
	既設残置分は対象外とします。

	３４
	既設残置機種は賃貸借物件ではないため、保険対象となりませんがよろしいですか。
	問題ありません。

	３５
	本契約は、長期継続契約と債務負担行為のどちらに該当しますか。
	債務負担行為によって予算措置しています。

	３６
	過去に同様の賃貸借契約後、予算削減等で契約解除に至った事案はありますか。契約解除となった場合、残賃借料の請求を求めることは可能ですか。
	そのような事案は現在把握しておりません。当市の責に帰す理由による契約解除の場合は、残賃借料をお支払いします。

	３７
	賃貸借期間満了後は無償譲渡のため、当社からの固定資産税納税義務はないとの認識でよろしいですか。
	お見込みのとおりです。

	３８
	通常の動産総合保険へ加入する認識でよろしいですか。通常の動産総合保険とは、重過失や地震・噴火津波などの自然災害については、保険対象となりません。また、保険金額は物件納入価格をもとに経過期間に応じて逓減します。保険金額を限度としての補償となります。（第１６条）
	新価特約と地震特約を付保した動産総合保険を想定しています。
契約書第１６条につきまして、訂正しておりますので御確認ください。

	３９
	動産総合保険は新価特約の付保が必要ですか。（第１６条）
	必要です。

	４０
	保険は地震特約の付保が必要ですか。（第１６条）
	必要です。

	４１
	保険は契約期間中継続と記載されていますが、建設工事保険は着工の時を始期日とし、工事の対象物の引渡し予定時を満期日としてよろしいか。
	動産総合保険を想定しており、建設工事保険は対象外とします。
契約書第１６条につきまして、訂正しておりますので御確認ください。

	４２
	動産総合保険の適用外事故（天変地異）が発生し、物件が棄損・滅失した場合は、本契約は解除となり残賃借料をお支払いいただく認識でよろしいですか。
	対象機器が複数ありますので、全てが滅失しない限り、直ちに契約解除とはならないものと考えております。残賃借料については、減額することなく支払うこととします。
契約書を訂正しておりますので、御確認ください。

	４３
	賃借人、賃貸人の双方の責によらない場合で、物件の滅失、毀損時や修理等により一時的に機器が使用できない場合、物件の代替品責任はありますか。
	ありません。

	４４
	設置場所の建物について、建替予定や耐震基準に不適合の建物はありますか。
	現在把握しているものはありません。

	４５
	対象機器の移設、他の物件の付着、改装により故障・損害が発生した場合、その修理費用等は賃借人が負担する認識でよろしいですか。（第３０条）
	お見込みのとおりです。

	４６
	契約期間中の施設の統廃合や建物を取り壊すこととなった場合、当該物件の対応、残賃借料の清算、また物件移設費用の負担はどのようになりますか。
	契約書第３０条に基づく移動、又は撤去を想定しています。
いずれの場合においても、賃借料を減額することなく、契約を継続します。

	４７
	本契約をリース会社が受託（請負）の際、建設業法に抵触する可能性がある業務を含む場合は、資格を有する第三者に発注することは可能ですか。
	本市としては、本契約は二者間の賃貸借契約であり、建設業許可が必要となる契約ではないと判断しています。
ただし、受託業者が冷暖房機器設置に伴って工事請負契約を第三者と締結する場合は、当該第三者は建設業許可を受けている必要があると判断しています。

	４８
	賃貸人は賃借人と締結する賃貸借契約を履行するため、物件の設置工事開始から賃貸借期間終了までの間、賃借人の保有資産（物件設置施設）における物件の設置場所について、賃借人から無償で使用賃借を承諾いただく認識でよろしいですか。
	お見込みのとおりです。

	４９
	上記内容を賃貸借契約に特約として「行政財産使用賃借条項」を記載していただくことは可能ですか。
【特約の内容】
第１条（使用貸借）
賃借人は、賃貸人対して、賃貸人が賃借人と締結した賃貸借契約を履行するため、物件の設置工事開始から賃貸借期間終了までの間、賃借人の保有資産（物件設置施設）における物件の設置場所について、無償で使用賃借を承諾するものとする。
	可能です。

	５０
	物件納入遅延発生時、賃貸借開始時期の変更は可能ですか。
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